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平成 28 年 4 月 1 日 

府中市長寿支援課  

 

府中市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）における「第１号訪問事業（介

護予防訪問介護相当）」および「第１号通所事業（介護予防通所介護相当）」にかかる報酬請求等

について 

 

 

府中市においては、介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）施行の端緒として、平成 28 年 1 月から

従来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護（介護予防サービス）の総合事業への移行を順次行っています。 

その基準・単価等については介護予防サービスと同様ですが、特に他市町村の事業所からの問い合わせが増

えてきたため、あらためてその仕組みについてサービスコードを中心に説明します。 

 

 

参考資料：介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html 

 

 

 

従来の予防給付から市実施の地域支援事業（総合事業）に移行したサービス事業（現行の介護予防訪問介護・

介護予防通所介護相当。以下この説明においては「第 1 号事業」といいます。）については、現行の給付と同
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様、指定事業者制度及び国保連合会の審査支払の枠組みが設けられています（法第 115 条の 45 の 3、同法

第 115 条の 45 の 5 から第 115 条の 45 の 9）。 

報酬請求については現行の給付と同様（第１号事業支給費（現行相当分）の額については予防給付と同じ、

利用者負担利用者負担割合も原則１割（一定以上所得者は 2 割））ですが、請求時のサービスコード等に留意

が必要です。 

原則介護予防サービスと同じだが、報酬請求時のサービスコードに注意。 

 

 

【第 1 号事業の対象者】 

・要支援者認定者（認定の有効期間の始期が平成 28 年 1 月 1 日以降の者に限る。） 

※ 平成 28 年 1 月 1 日時点で認定の有効期間にあれば、その有効期間の終了までは「介護予防訪問介

護」もしくは「介護予防通所介護」を利用することになります。ご注意ください。 

・事業対象者（基本チェックリストを実施し、対象者と判定された者。） 

認定が切れた順に、総合事業に移行する。（認定が切れるまでのサービスは介護予 

防給付。）新規認定はかならず総合事業。 

 

 

【みなし指定について】 

平成 27 年 3 月 31 日において介護予防訪問介護等に係る指定介護予防サービスの事業者については、平

成 27 年 4 月 1 日において第 1 号事業の事業者としての指定をみなす（改正法附則第 13 条）こととされて

おり、その有効期間については、平成 30 年 3 月末までとなります。平成 27 年 4 月以降に指定された事業

者については当該経過措置の対象となりません。 

平成 30 年 4 月以降は、みなし指定の事業者についても各々の市町村に更新申請が必要になります。（例え

ば、当該事業所のサービスを利用する要支援者等に他市町村の被保険者がいる場合には、当該他市町村にも更

新申請を行う必要があります。） 

つまり、予防給付から総合事業への移行期間中である平成 27 年度から平成 29 年度までの間にあっては、

予防給付（指定介護予防サービス事業者の指定）による指定の効力も残るため、みなし指定について別段の申

し出をしなかった事業者については、総合事業の指定と、予防給付による指定の２つが効力を生じることにな

ります。なお、指定の有効期間（みなし指定を除く）については、現行の予防給付と同様 6 年です。 

平成２７年３月末から継続している事業所は、全国市町村から指定を受けていると 

みなされる。（指定の有効期間は平成３０年３月末まで） 

平成２７年４月１日以降に開設した事業所については、対象市町村の総合事業の指 

定申請が必要。（指定の有効期間は６年） 

 

 

【サービス事業コード】 

介護予防訪問介護（相当）についてのサービスコードは、61 からＡ１（もしくはＡ５）となります。 

介護予防通所介護（相当）についてのサービスコードは、65 からＡ2（もしくはＡ６）となります。 
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みなし指定の場合は、訪問サービスがＡ１、通所サービスがＡ５となります。国が定める基準により、国が

定める単価となりますので、原則として全国共通となっています。（請求システムの修正・対応等については

各業者にお問い合わせください。） 

平成 27 年 4 月以降に開設した事業所については、上記と同一のサービスを提供していたとしても「みな

し指定」の対象とならないため、Ａ１・Ａ５のコードではなく、Ａ2・Ａ６のコードを用いることになります。 

これは、Ａ2・Ａ６対象サービスの基準・単価については、原則として市町村が独自に基準・単価を決定す

ることから、結果として「国が定める基準・国が定める単価」であったとしても、それは各市町村の判断によ

るとされているためです。 

つまりＡ2・Ａ６対象サービスは、「みなし指定」とならない（つまり、市の総合事業の指定を受けた）事業

者によるものだということです。このコードにかかる単価については、各市町村独自であるという前提から、

各市町村の第 1 号事業にかかるコード表を請求システムに取り込むといった調整が必要となります。 

取り込むべき csv ファイルについては、別途掲載します。 

みなし指定の場合のサービスコードはＡ１・Ａ５で、全国共通。 

平成２７年４月１日以降に開設した事業所についてはＡ２・Ａ６で、対象市町村の 

コード表が必要。 

※サービス種類コードの詳細については、「平成 27 年４月の新しい総合事業等改正介護保険法施行に係る事

業所指定事務等の取扱いについて」（平成 27 年 2 月 24 日事務連絡）及び「介護保険事務処理システム変更

に係る参考資料の送付について（確定版）」（平成 27 年３月 31 日事務連絡）を参照。 

 

 

【利用者負担（利用料）】 

予防給付と同様の負担割合です。なお、高額介護予防サービス費相当及び高額医療合算介護予防サービス費

相当の事業対象となります。 

生活保護の介護扶助についても、総合事業の利用者負担に対して支給されます。 

「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」（平成 12 年老発 474

号）に基づいて行われている、①障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業、②社会福祉法人

等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度、③離島等地域における特別地域

加算に係る利用者負担額軽減措置事業、④中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減措置事業
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については、予防給付と同様、総合事業により実施しているサービスのうち、現行相当サービスであって給付

と同じ自己負担割合が設定されているサービスについて対象とすることとなっています。（「低所得者に対す

る介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について（平成 27 年４月３

日老発 0403 第２号厚生労働省老健局長）） 

また、原子爆弾被爆者については、現在通所介護や訪問介護等の自己負担部分について、全額公費による助

成事業が行われているところですが、今般の総合事業の実施に伴う助成範囲については、現行相当サービスと

して、サービス種類コードＡ１、Ａ２、Ａ５、Ａ６のものとなります。 

障害者に係る自立支援給付については、介護保険において自立支援給付のサービスと同等のサービスが提供

される場合において、介護保険の保険給付を優先する規定があります（障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（以下、「障害者総合支援法」という。）第７条）が、今般の法改正により当該規定に

地域支援事業（第一号事業に限る。以下同じ。）が追加されました。（障害者総合支援法施行令第２条） 

したがって、サービス内容や機能を踏まえた上で、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場

合には、この介護保険サービスに係る保険給付又は地域支援事業を優先して受け、又は利用することとなりま

す。 

しかしながら、障害者はその心身の状況やサービスを必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一

律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることか

ら、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一

律に介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととしますので、市において、障害者が必要とし

ている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断することとなります。 

 

【給付管理等】 

要介護等認定を受け、認定結果が出る前にサービス事業の利用を開始していた場合には、認定結果が要介護

１以上であっても、認定結果の出た日以前のサービス事業利用分の報酬は、総合事業より支給されるものとし

ます。また、事業対象者としてサービス事業からサービスを提供された後、要介護認定を受けた場合には、介

護給付サービスの利用を開始するまでの間にあっては事業対象者として取り扱われます。 

 

 

  



5 

 

 

 

  



6 

 

 

 


